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1.郊外という空虚な概念 

郊外という概念の実態が全く変質してしまって

から既に久しい。それにも拘わらず、一団の市街

地、街の中心、郊外、郊外の外にあるべき農村地

域という観念構成のまま、既に存在していない人

間生活圏のありようを「都市」や「郊外」として

論じ、その都市計画を語り、その虚像の上に都市

計画制度を維持、管理し続けている。1 

今、郊外を語るということは、そのような虚像

の上に構築された計画概念や制度が空虚であるこ

とに気づき始めて、それにどう対処したらよいの

か途惑いだしたからではないか。 

現在の計画概念や制度の前提になっていた

1960 年代初期の日本の都市と農村の実態を簡単

に振り返ってみたい。 

当時の日本はまだ本質的には、近代化、都市化

が進んでいない農村国家だった。1960年の総自動

                                                      
1 都市を田園と切り離して扱うアプローチに対して、広
域的な人間の定住地のパターンから都市と田園の総体
を考えていくという思想は、既に 19世紀末のＥ．ハワ
ードの田園都市論に始まっていて、その後も根強く生き
続け、ドイツやフランスはもちろんオランダのコナベー
ション論、北欧のフィンガープランアなど様ざまな理論
的、実践的な経験を経てきている。今アメリカで主流的
な考えになっているニュー・アバニズムの思想や、生起
しつつあるランドスケープ・アーバニズム、エコロジカ
ル･アーバニズムなどという思想もこのような歴史的な
流れの一環として考えられる。しかし、このような広域
的な人間定住パターンが、従来の都市論のパラダイムで
は語れないという理論はまだ未成熟で、わずかに、ドイ
ツのＴ．ジーバーツの下記の本が参考になる程度だと思
っている。この書の監訳者あとがきを参照されたい。 
トマス･ジーバーツ、蓑原敬監訳「都市田園計画の展望
―間にある都市の思想」 学芸出版社、2006年 

車台数は、オート三輪の 80 万台を含めても 200

万台を少し超えた程度であった。道路事情もそれ

に対応しており、幅員が5、5ｍを越える道路延長

は現在の 6 分の 1 程度、公道の舗装率は 2.8％に

過ぎなかった。下水道は殆ど普及しておらず、戦

後の住宅難から何とか脱却し、1 世帯 1 住宅を達

成したのは、1968年だった。 

都市の交通は基本的に徒歩と自転車に依存し、

路面電車やバスが限られた地域をカバーしていた

に過ぎない。従って、当然、コンパクトな密集市

街地を形成し、市街地内に混在する多数の中小工

場群が近隣公害、生活妨害を齎す過密な市街地住

宅地と郊外の閑静な住宅地に別れていたが、郊外

でも駅前の商店街が郊外住宅地の生活を支えてい

た。 

日本の本格的な工業化、都市化が始まったのは

所得倍増計画が象徴する1960年からだった。大規

模な海岸埋め立てによる、工場移転と大規模装置

産業の展開、内陸工業団地への工業の集中が成果

を挙げていく。しかし、それに伴う都市への人口

集中により、都市の住宅事情は一挙に悪化し、交

通不便な郊外への住宅スプロールと4畳半一間、

便所などが共用の狭小粗悪な木造アパートによる

住宅地の密集化が進む。市街地の拡大に当たって

は、区画整理事業などにより、街路、下水道、公

園などの近代都市に最低限不可欠な都市施設を備

えた宅地の供給を進める。 

しかし、都市としての持続性を確保するために

特集 大都市郊外はどうなる！どうする！ 
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を挙げていく。しかし、それに伴う都市への人口

集中により、都市の住宅事情は一挙に悪化し、交

通不便な郊外への住宅スプロールと4畳半一間、

便所などが共用の狭小粗悪な木造アパートによる
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特集 大都市郊外はどうなる！どうする！ 
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不可欠だった、商業などの生活利便施設や病院診

療所などの医療福祉施設、義務教育学校のなどの

教育施設が同時に計画的に配置され、維持される

ことはなかった。コンパクトな市街化と言いなが

ら明らかに片手落ちの市街化だった。 

同時に、住宅難に対応するために、地方自治体

や公団、公社などによる公的な住宅団地の大量建

設が始まる。木造、手工業的な生産システムしか

なかった住宅産業を工業化を通じて、企業型の生

産体制に導たり、コンクリート造などの不燃建築

物による都市化を先導したのは国だった。そして

これらの新しい動きは、殆どが、都市郊外に置い

て行われた。 

住宅団地規模が拡大していく過程で、団地計画

には、生活利便施設、医療福祉施設、教育施設な

どの計画も取り込まれ、都市住宅地としての総合

的な配慮に基づいた開発が進められた。だからこ

そ、当時の住宅団地は、希望の象徴であり、明る

い未来を可視化できた場所だった。 

経済の成長の成果が見られるようになると、金

融公庫融資による住宅が普及し始め、期待された

所得の増加に伴って、公営住宅、公団住宅、公庫

住宅と違った住宅にステップ・アップしていくと

いう、いわゆる住宅双六が住宅政策の柱となった。

実際の供給量は、限定的であり、公的住宅のシェ

アーは最大でも 8％前後だった。しかし、国民に

大きな希望と夢を与え続けたことは確かである。

その舞台の殆どすべてが、郊外、あるいは郊外と

もいえないほど市街地から遠い遠郊であった。都

市としての総合的な機能の中心として存在し続け

た中心市街地に依存しながらも、郊外住宅地が夢

の舞台だったのだ。 

その夢の舞台は、しかし、同時に、都市に依存

する都市型農業による、よく整備された近郊農地

の潰廃との闘いの舞台だった。兼業農家として、

農地の宅地化を望む声も次第に大きくなるが、実

際に農業の担い手も残っていたので、農地の少な

くとも一部を残して農業を継続するという強い意

志があり、政治的にも強力な集団であり続けた。

農業の保全という名目ではあれ、日本の郊外地に

特有の田園風景に守られた市街地という郊外像が

存続できたのである。 

それが劇的に変化し始める。その主な動因は個

人乗用車の普及である。道路もそれと並行して急

速に整備されていく。その変極点はおそらく乗用

車台数が世帯数の半分に達する 1975 年前後だと

考えられよう。これと時を同じくして、流通革命

が起こる。家業型の路面店が街路に櫛比すること

で成り立っていた街の中心部でも、スーパーが急

速に発展し、それが道路整備と自動車普及の追い

風に乗って、郊外型のショッピングセンターに、

そして、程なく一つの街に匹敵するような巨大な

ショッピングモールに発展する。さらにバイパス

などの広幅員道路の沿道の商業化が拍車を掛け、

中心市街地は見る間にシャッター街へと変貌して

いく。それに引き摺られるかのように、文化施設、

病院、学校などの公共施設、ひどいところでは、

市役所、県庁という街のシンボル施設すら郊外移

転してしまう。日本では、これらの公共施設群を

都市計画的に考えるという社会構造、文化構造に

なっていないので、これらの公共施設は全く無計

画に分散配置されてしまっている場合が多い。 

1960年代の都市像が前提としていた、公共的な

都市施設の都心集中立地、それと共に都心核を形

成していた商業地というイメージ、中心的な街は、

今やまったく賑わいを失って、虚像になってしま

っている。生活利便施設、福祉施設などが適度に

配置され、適切な密度を持った、安定的な郊外住

宅地というイメージも既にない。乗用車への依存

が進んだ結果、公共施設をはじめあらゆる都市的

な施設がランダムな郊外分散を始め、自動車での

寄り付きは著しく改善されたが、歩いてゆける近

隣の街は胡散霧消してしまっている。せっかく計

画的に配置したはずの計画住宅団地内の商業施設

も、郊外のショッピングモールに客を奪われ、殆

ど消滅してしまっている。 

このような都市の拡散と同時に、都市農業の担

い手は、農業の維持ではなく、市街地の拡大を期

待する農民地主へと変質してしまう。その結果、

日本の郊外住宅地の田園的な風景は著しく損なわ
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れ、耕作放棄地、荒蕪地、ゴミ捨て場、駐車場な

どが入り混じる荒涼とした風景に変わりつつある。 

このような変化の結果、1960 年代から 70 年代

の中葉までの目標とされた都市像とは似ても似つ

かぬものが、われわれが目にしている現実の都市

田園の像なのだ。その中心にいわゆる郊外がある

が、それは郊外という語が生み出された時代とは

全く異なる場所である。 

2013 年現在の時点に立って未来を構想せざる

を得ない私たちは、このような現実の郊外風景を

受け入れ、それを支えている経済的、社会的な条

件に配慮した上で、都市や田園を計画し直さなけ

れば行かないという宿命を負っているのだ。 

高度成長期の郊外は夢のような場所だった。し

かし、今、その夢の二日酔いに佇んでいるわけに

はいかない。 

 

2. 私たちの生活の実態自体が変質している。 

いまさらここに詳説するまでもないが、少子高

齢化の結果が具体的に目に見え始めているのだ。

農山村をはじめとして、特に、大都市郊外部では

空き家が激増し、古い住宅団地の高齢化が進み、

無縁化の波に浚われて置き去りにされた高齢者の

孤独死が目立ち始めた。高齢化の進展の速度は非

常に速く、保健福祉施設、特に人生の最終段階を

安楽に迎える施設が決定的に不足し始めている。

しかし、これは郊外に止まる現象ではない。都市

的な利便施設が失われてしまった市街地の只中で

も、過疎地と同じような限界集落が発生しつつあ

る。 

高度成長期やバブル期のいくつかの波に乗って、

団塊の世代が郊外に居を定めたが、今、その世代

も定年期を迎え、今後の生活の再スタートのため

に迷いの時期を過ごしている。あるものは、現在

の居住地に住み続けることを考え、近隣との付き

合いを深め、様ざまな社会経済活動に乗り出そう

としている。他のものは、郊外の一戸建て住宅か

ら都心、あるいは近隣駅前のマンションに移住し

て身軽な余生を送ろうと考える。また、他のもの

は、自らの田舎かあるいは気に入った農山村への

ＵターンかＩターンを考え実行に移し始めている。

しかし、高齢化が進み、体力が衰えあるいは病気

が進行し始めると、平常の生活ができなくなり、

介護が受けやすい場所を選ぶか、みずから介護施

設に入居する。 

住み続けることが選択できる、限られた世帯を

除けば、住居移転が発生し、大量の住宅の中古流

通が始まるはずだ。しかし、中古住宅を活用する

ことや建物を壊して敷地を分割しミニ戸建の新築

家屋を分譲するということは、東京23区のように

恵まれたところでなければ実現できていない。耐

震改修の問題などにからむ現行の建築基準法が、

中古住宅の流通を著しく難しくしている。防災と

いう理念を減災という理念に置き換えた東北大震

災の教訓が、生かされていない。 

経済成長が止まり、平均所得が下落し、不正規

雇用の拡大で雇用が不安定化することを防げない

でいる。グローバル経済圏で戦う企業にとっての

成長戦略は効果的かもしれないが、地方において、

地場の経済圏に依存している中小企業が活性化す

る見通しは全く立たない。所得の下落の歯止めと

して、共働きをしようとしても、育児、託児の施

設がないので、女性労働力の調達もままならない。

高齢者にとって、ただでさえわずかな年金、疲弊

した地域では、それでも経済活性化の有効な財源

である年金や介護保険料にもインフレの影響が懸

念される。 

このような閉塞的な状況の中で、国は、医療、

保健福祉政策や住環境改善政策などを、税による

公的資金に頼らないで、家族や地域共同体、ある

いはボランテイアー的な活動に、担わせようとし

ている。それは、負債に喘ぐ今の国家財政から見

て、避けようがない道でもある。 

このような状況の中で、郊外という場所も喘い

でいるが、これは郊外に特有の現象ではない。農

山村では、この現象はさらに深刻で、大量の限界

集落が発生しつつある。しかし、大都市近郊と違

う人口の年齢構成を持つ農山村では、既に人口の

社会移動は終わっており、人口の自然減による、

緩やかな人口減少のなかで、高齢化する人口を如
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何に支えるかが、地方自治行政の最大の課題にな

っている。そして、都市の中心市街地でも似たよ

うな現象が発生し、限界集落的な地域が拡大する

と共に、商店、医療施設などの郊外移転によって

近隣の生活の利便施設が失われた中心市街地周辺

の住宅地は、都市的な施設へのアクセスがない過

疎地と同様な問題を抱えている。2 

そして、これらのすべての課題の解決の前に立

ちはだかっているのが、人口増、工業化、都市化

の流れを受け止めその解決のための思想や手法の

基盤になっている近代主義が滲みこんだ固定観念

である。私たちは、成長とか開発とか言う概念に

対応した計画思想や計画手法しか持ち合わせてい

ない。人口減、空き家の増大などという局面に対

応する思想がまだ全く未成熟なのだ。その証拠に、

欧米の言葉を含め、開発の反対概念が言語になっ

ていない。 

森を畑にし、畑を市街地にし、それを高密度化

するというベクターに対応する概念は持っている

が、減築し、建物を間引き、畑や森に戻すという

ベクターに対応する言葉がない。 

私はこれを間戻（間引いて戻す）という造語で

補っている。 

また、近代化の過程で不可欠であった、自由、

友愛、平等という人間の個人的な権利を確立する

流れに掉さし、様々な中間団体によって成り立っ

                                                      
2 ここに述べる所見は、今、私が関与している奈良県十

津川村での観察にヒントを得ている。この日本最大の村

は、人口減少が著しい、高齢化率40％を超える村であ

る。しかし、村長のリーダーシップの下、森林業、製材

業を梃子に、林業の六次産業化を村興しのベースにしな

がら、高齢化対策にも取り組んでいる村である。高齢者

も健常な人が多く、福祉介護に頼ることを自制しながら、

近隣相互の助け合いで支えている、未来を明るく照らす

最も模範的な村の一つである。一昨年起こった大風水害

で深層崩壊を起こし、大きな被害を受けたが、その際に

も高齢者が助けあうことによって凌いできた事実が明

らかになった。このような身体的にも精神的にも強靭な

高齢者の平常生活をできるだけ続けさせ、引き伸ばしな

がら、徐々に見守りや支援、介護の手を差し伸べていく

という福祉のプログラムを展開しようとしている。この

所見も、この村に入って、精密な調査をしている明治大

学の園田真理子教授らの考え方や調査分析結果に負う

ところが大きい。謝して特記しておきたい。 

ていた前近代の社会からの解放を求めてコミユニ

テイー（共同体）からアソシエーション（機能的

な中間組織）へと向かうベクターのみを指向して

きた。その結果が無縁社会の成立だった。今、ア

ソシエーションからコミユニテイーへ回帰するこ

とは不可能である。とすれば、アソシエーション

を超えた新たな人間関係の再構築の思想が求めら

れるということだ。だが、その姿はまだ見えない。 

 

3. 現在の都市と田園が抱える共通の課題 

開発途上国からの脱出段階、高度成長の段階に

おいては、都市計画を担う組織の縦割り化が進み、

都市の発展、維持管理のためには不可欠な総合的

な配慮が欠落していても、成長の夢、拡大の夢の

中に中和されてしまっていた。経済成長の成果が、

トリクルダウン効果によって社会の隅々まで潤す

という神話がある程度まで実現していた時期には、

国の発展が、会社の発展と個人の生活の豊かさに

も結びつくということについての信頼があった。 

国民は、国という共同体を信頼して自分の生活

や未来を預けるという気持ちが強かった。さらに、

国の発展を資本主義的な経済原理で引っ張る産官

学の共同体のパフォーマンスに対して、労働組合、

革新政党、革新自治体が存在し、国民生活を守る

対抗力となっていた。その故もあってジャーナリ

ズムの自立性もある程度、確保されていた。 

1980年代以降、経済のグローバル化の進展とと

もに、世界的にも共産主義国の崩壊、金融資本主

義、新自由主義の台頭によって、国民国家の責任

を限定し、民間企業、地域社会、ボランテイアー・

グループなどに「公」的な役割を転嫁する動きが

始まっている。 

中間団体の復権によって、いったん集中した国

民国家の権限と責務を再び分散させようとする試

みである。ヨーロッパの都心再生は、このような

考え方の下に、かなりの程度成功しているように

見える。ドイツ、フランスをはじめ大陸諸国にお

ける郊外地問題は、他民族を受け入れたこともあ

って、深刻な事態のまま推移しているように見え

るけれども。 
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明治以来、日本の近代化の過程は、国家総動員

体制を作り出す方向に動き、ついに国民全体を巻

き込む軍事全面戦争を始め、敗退してしまう。し

かし、第二次世界大戦後の日本は、再び総動員体

制を敷いて経済戦争を開始する。その結果、欧米

の先進国の工業を凌駕することに成功し、経済戦

争での勝利を収めて、ジャパン･アズ・Ｎｏ１と言

われるまでになったのだ。この過程での郊外開発

は、経済戦争の戦士のための兵舎作りだった。だ

から、従軍を止め、日常性を取り戻した時に、住

み続けたい居住環境にはなってはいない。 

戦後のこの過程では、明治大正期と同様、民主

的な社会に不可欠な中間団体の力を弱め、集団的

な力に結集できない個人の集合が直接、国と向き

あうような構造を作ってしまった。国が主導する

全面経済戦争の時には存在し、社会的、政治的な

安定の上で不可欠だった企業への忠誠心、団結力、

労働組合の力、地方自治体の抵抗力、ジャーナリ

ズムの自立性、宗教団体の社会的な行動力など、

すべての中間的な集団の力が衰えている。これに

代わるべき、ボランテイアー集団、ＮＰＯグルー

プの力はまだ全く未成熟である。逆に、一部の大

規模住宅団地では、社会的な対抗勢力が支配し、

団地コミューンという特殊な社会を形成してしま

った時期もあったけれど、それもまた、平時に戻

って、社会の高齢化が進むにつれ消滅してしまっ

ている。 

このような大きな背景の中で、郊外問題という

よりは、私たちの人間生活圏全体に広がる問題を

どう解決するのかというのが現世代に与えられて

いる課題なのである。 

 

4. ではどうすれば良いのか。 

要約するとこうなる。 

自動車時代に適応して形成してしまった日本の

都市と田園は、昔から伝わった、歩いて生活でき

る利便性が整ったコンパクトな生活空間構造を失

い、都市施設や都市サービスの間の関係性がバラ

バラになったまま散在しているスプロール型の定

住パターンになってしまっている。その中で、昔

からあった地域社会のまとまりは喪なわれ、住民

は無縁化社会のなかで孤立している。 

少子高齢化、省エネ、省資源型の都市生活では、

自動車の利用を減らしていくことが不可避であっ

て、スプロール型の定住パターンは、これに適し

ていない。そのような分散型の定住パターンのま

ま、急速な高齢化の波を受け始めていて、都市や

農山村の住民は、自らの生活像を築けないままで

いる。このような状態を、そのまま現場で引き受

けざるを得ない地方自治体は、解けない政治行政

的な課題を背負い込んでいる。心ある自治体は、

これをきわめて流動的な変化の局面と受け止めざ

るをえない。 

経済成長、都市膨張の時代には、中央集権的な

国家が主導し、できるだけ先決的に事業を起こし

規制を加えることが有効であり、少なからず都市

の近代化に寄与してきたが、成熟経済、都市の縮

退あるいはスポンジ化が進行するなかでは、現場

と遠い国家の指導、指揮による介入はもはや有効

でない。 

その上、借金漬けの国家財政の下で、公共事業

費の削減は避けられないし、今後も加速度的に増

大すると見込まれる医療、福祉保険関係のサービ

スに掛かる費用の節約も急務である。このために

は、民間企業や市民共同的、ボランテイアー的な

活動を活性化して、新しい資金やサービスを掘り

起こしていかなければならない。 

このような局面では、身近な生活圏域の人々が

集まって、主体的に連携し、福祉的なサービスを

支え、居住環境の改善に取り組まざるを得ない。 

さらに、市民民主主義の浸透により、権力的な

操作によらない協議型の計画誘導が避けられなく

なってきている。自治体レベルあるいはそれより

さらに小さい、小学校区、あるいは中学校区レベ

ルでの自治的な意思決定が大きな役割を占めるこ

とになるだろう。 

都市の開発事業や間戻事業の進捗は、地方自治

体のイニシアテイブに負うとことが大きい。しか

し、実際の社会的意思決定に当たっては、公共資

金主導型ではなく、民間企業の資金やボランテイ
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アー型のサービスに負うところが大きくなり、そ

のような新しい公共的活動の担い手の連携によっ

て始めて、実際に都市や農山村が活性化すること

になる。 

また、土地の利用規制や建築の規制についても、

事前決定、規制先行型ではない、現場の事情にあ

った柔軟な取り組みが要請される。 

政治的には市民民主主義、経済的には自由市場

経済をベースにすれば、必然的に、設計主義的な

計画概念、事前先決型、未来拘束型の計画は成り

立たない。開発や間戻の事業は、民間企業、市民

事業、ＮＰＯ、など様々な経済主体群と土地建築

物の管理処分について強い自己主張をする政治主

体である市民群を結んで、これを公的、共的立場

から連携させ、合意に導く市町村などの地域の自

治組織の力が必要となる。その三者のバランスの

上にしか、実際の事業は進捗しない。そのバラン

スは、各要素主体のあり方やリーダーシップの存

在に大きく依存するので、定形的な基準の適用が

出来ないだけではなく、事前先決的ではない、柔

軟な社会調整の仕組みが必要になる。 

そのような仕組みで発生する開発や間戻の事業

が起こる場は、微妙な熱や圧力の変化、それに核

と成る分子の揺らぎ、そのバランスの変化が、水

蒸気を水に、水を氷にする散逸的な相転移が起こ

る場と良く似ている。これから都市の内外、田園

地域で起こってくることは、そのようなダイナミ

ックな動きの場だと観念した方が良さそうだ。 

このような大きな流れは先進諸国共通の現象で

あって、時計の針を逆戻しすることはできないの

だ。 

このような状況の中では、自らの生活拠点にお

いて身近な人々と連帯し、相互に見つめあい、助

け合う関係を創り出すことがどうしても避けられ

ない。未成年や高齢者は、他人のケア無しには暮

らせない。自分の自由と自律を優先して、地域社

会の人間関係とは疎遠なままが良いと考える人た

ちは、結局、自分が不幸せで孤独な終末を迎える

ことを甘受せざるを得ないのだ。 

幸せな老後と死への旅立ちを真剣に考えると、

今の人間関係や定住パターンを維持することはで

きない。そして、幸せな老後と旅立ちがない社会

の若者には、現在の幸福感はありえても未来への

希望が生まれるはずがない。 

また、高齢化社会の中で、定年後の生き甲斐を

求める社会活動領域を拡大すること、地域内の経

済循環を強め、地産地消を促し、金銭経済によら

ない贈与経済を拡大することも地域経済の活性化

のうえで避けられない課題となるだろう。 

場所や集落の規模により様々な大きさの集団に

なるだろうが、現地の人々の生活実態に根ざした

人間関係の再構築により、相互ケアのシステムを

作り上げ、そのシステムの実態に応じた空間的な

再配置が必要になってくるだろう。その時、今ま

で蓄積された官民に渡る様々な建築施設を利活用

し、あるいは再配置する必要が出てこよう。それ

には、地方自治体のイニシアテイブが欠かせない

だろうが、地域住民と大学、ボランテイアグルー

プなどとが連携して合意形成を進めることになる

だろう。 

都市計画の出発点が、大きな都市構造、基幹的

な公共施設の構築と維持管理から、生活の安定と

充足の基盤となるヴィレッジとでも名づけうる、

共生区とでも言うべき生活単位の構築に移るので

はないか。 

そのヴィレッジを連ねる大きな動脈に沿って、

より高次な都市的な施設、ショッピングモール、

高校、大学などの教育施設、広域病院、文化施設、

行政施設などが配置されるように現在の交通網を

再編成することになるだろう。ヴィレッジの中は

徒歩を優先し、ヴィレッジの外とはできるだけ公

共交通サービスで結ぶというシステムになるだろ

う。 

その大きなシステムの空間的な舞台の上では、

かつて郊外、あるいは遠郊と呼ばれた場所の位置

は、中心部から離れた場所ではなく、都市生活の

中枢部分が星座のように散りばめられている場所

なのである。そしておそらく、星座の再編成もま

た大きな都市計画上の課題になっていくだろう。

人間生活圏の中で郊外の位置は既に反転している。 
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このような考え方への転換のためには、都市、

郊外、農村というような既成の概念とイメージを

捨て、今の現実の生活と、居住環境の現実を踏ま

えた上で構想する新しい生活像を考え、それを人

間生活圏空間の上に実現し、構築するためのヴィ

ジョンとイメージが必要である。この小文は、こ

のような考え方の端緒を示すに過ぎない。 

 
 
 
 

横浜郊外の今後のまちづくり 
－郊外化・都市化に関する新たな視点も踏まえて－ 
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はじめに 

「港北ニュータウンあるいは横浜郊外住宅地に

ついて」とのテーマを当初、編集者からいただい

た。港北ニュータウンについては例えば川手昭二

氏による論考が近年都市住宅学会誌に複数あり
1)2)、いわゆる横浜郊外住宅地の近年の動向につい

ても「コンパクトシティ」や「エリアマネジメン

ト」「空き地・空き家」「担い手」等の観点から横

浜市の調査 3)、国土交通省の調査 4)5)等が複数ある

ため、それらを参照していただくとして、本稿で

は、特定の場所やいわゆる「住宅地」に限定せず

に、大都市郊外を新たにとらえ直すところからス

タートして、後半で「横浜郊外」の今後のまちづ

くりの課題を考えてみる。 

 

1.「郊外」をとらえる新たな視点 

(1)『グレート・リセット』(R.フロリダ)6) 

少しさかのぼるが、リーマンショックの際問題

となったサブプライムローンは、そもそも戦後ア

メリカの成長モデルであった「郊外」の生産を通

して経済成長するというモデル、すなわち郊外を

造成して価値を高めて売却し、ローンを組んでそ

こを購入し郊外住民となった世帯が自動車や家具

を大量に購入し、ガソリンや電気を消費すること

で経済が成長するという戦後モデルの破たんを象

徴するものだったとみる『グレート・リセット』

では、注目される再生への兆しを次のように描写

している。 

「私が最も好ましいと考えるトレンドの兆しの 1 つ

は、旧来の郊外をもっと人口密度の濃い、多目的コミュ

ニティに仕立て直すことだ。そのような展開の萌芽が見

られるのは、広域首都ワシントンの地下鉄駅の周辺とか、

ヴァージニア州アーリントン、メリーランド州シルヴァ

ー・スプリングなどの郊外だ。」(文献6),227-228) 

これに関連して、陳腐化し住宅用途のみで構成

された衰退ぎみの地域を“レトロフィット”して

再生させる個別的・現実的な動きが広がる一方7)、

不動産市場においても自動車を前提とした郊外住

宅地一辺倒の開発パターンに変化の兆しがみられ、

政府もそれを後押しし始めていることが語られて

いる8)。 

 郊外を単なる居住地としてみるだけでなく、自

立し持続的に都市の営みが成り立つ場所とするた

めに郊外そのものを問いなおすこうした見立ては、

いわば戦後郊外モデルの再点検というフレームと

して理解できる。 

(2) 日本の市街地の再都市化(A.ソーレンセン) 

最近刊行された『International Perspectives 

on Suburbanization』9)という図書は、郊外のみな

らず、都市の再都市化の動向をグローバルな観点

で議論していて興味深い。扱われている都市はア

メリカやカナダ、南米、西欧、中欧、ロシア(モス

クワ郊外)、日本を含むアジア、オーストラリアに

またがる。 

例えば、日本の都市計画に造詣の深いA.ソーレ

ンセンはもともと日本の大都市郊外の市街化の特

特集 ⼤都市郊外はどうなる！どうする！ 
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